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（死亡） 

総 務 

〇歴代市長・副市長（助役）・収入役 

＜歴代市長＞ 

氏名 就任 退任 氏名 就任 退任 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

二宮 哲三 

小杉 善助 

佐藤  沢 

釘本 衛雄 

佐藤 元治 

林谷 主計 

佐藤  実 

明 40.７.16 

大 14.９.11 

昭４.３.14 

〃20.４.21 

〃22.４.５ 

〃30.５.１ 

〃34.５.１ 

大 14.８.24 

昭４.２.８ 

〃20.３.13 

〃22.２.２ 

〃30.４.30 

〃34.４.30 

〃46.４.30 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

佐藤 達也 

河原田 穣 

吉田 修一 

瀬戸 孝則 

小林  香 

木幡  浩  

昭 46.５.１ 

〃54.５.１ 

〃60.12.８ 

平 13.12.８ 

〃25.12.８ 

〃29.12.８  

昭 54.４.30 

〃60.10.27 

平 13.12.７ 

〃25.12.７ 

〃29.12.７ 

現在  

 

＜歴代副市長＞                         ※平成 19年３月 31日までは助役 

氏名 就任 退任 氏名 就任 退任 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

鈴木  謙 

渡辺  新 

伊藤  猛 

近藤節太郎 

岡野 足吉 

鏡  又七 

渡辺 宏綱 

中山 春男 

今泉 徳多 

根本 善春 

佐藤 啓三 

河原田 穣 

加藤  清 

長沢菊三郎  

明 40.６.24 

大４.１.28 

〃８.５.15 

〃11.２.16 

〃15.１.６ 

昭 17.１.22 

〃20.５.28 

〃22.５.17 

〃23.５.26 

〃30.７.１ 

〃34.７.13 

〃42.９.18 

〃49.４.11 

〃50.９.19  

大３.６.25 

〃７.１.27 

〃10.３.31 

〃14.12.15 

昭 17.１.５ 

〃20.５.９ 

〃22.４.５ 

〃23.５.25 

〃31.５.26 

〃34.６.30 

〃42.７.12 

〃50.９.17 

〃49.９.18 

〃54.９.18  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

26  

富田善一郎 

小野  章 

古山 直一 

佐藤 謙内 

箭内洪一郎 

石川  清 

片平 憲市 

安齋 睦男 

山本 克也 

〃 

紺野喜代志 

斎藤 房一 

田中 政幸  

昭 51.６.11 

〃57.９.21 

〃61.４.17 

平２.５.14 

〃４.４.１ 

〃８.４.１ 

〃13.12.28 

〃26.４.１ 

〃28.４.１ 

〃30.３.１ 

〃30.４.１ 

令４.４.１ 

〃４.７.１  

昭 57.９.１ 

〃61.３.31 

平２.４.16 

〃６.５.13 

〃８.３.31 

〃13.12.７ 

〃25.12.７ 

〃28.３.31 

〃30.２.26 

令４.２.28 

令４.３.31 

現在 

現在 

 

＜歴代収入役＞                       ※平成 21年 12月 27日をもって廃止 

氏名 就任 退任 氏名 就任 退任 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

内池三十郎 

草野喜右衛門 

佐久間忠作 

津田清一郎 

鏡  又七 

阿部 治英 

小丸 季男 

半谷 真武 

長谷部 稔 

長沢菊三郎 

明 40.４.１ 

〃42.４.１ 

大２.４.１ 

〃10.４.１ 

昭 12.４.１ 

〃17.２.28 

〃22.12.13 

〃30.12.16 

〃38.12.16 

〃46.９.25 

明 42.３.31 

大２.３.31 

〃10.３.31 

昭 12.３.31 

〃17.１.20 

〃22.５.16 

〃30.６.27 

〃38.12.15 

〃46.３.25 

〃50.９.18 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

大柳三八男 

大久保達雄 

丹治 敏朗 

岡  和二 

渡辺 忠男 

石川  清 

菊田  悟 

菅野  清 

梅津  裕  

昭 50.10.1 

〃54.10.１ 

〃58.10.１ 

〃62.10.１ 

平３.10.１ 

〃７.10.１ 

〃８.４.１ 

〃13.12.28 

〃17.12.28  

昭 54.９.30 

〃58.９.30 

〃62.９.30 

平３.９.30 

〃７.９.30 

〃８.３.31 

〃13.12.７ 

〃17.12.27 

〃21.12.27  
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〇名誉市民・功労表彰 

１ 名誉市民 

 本市に縁故のある者で、広く社会文化の興隆に尽し、市民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認め
られる者を名誉市民に推戴し、その功績と栄誉をたたえる。名誉市民には、名誉市民推戴状、名誉市民章
及び肖像画を贈り顕彰する。 

氏名  古関 裕而（本名 古関 勇治） 

  明治 42年８月 11日生  平成元年８月 18日逝去 

推戴年月日   昭和 54年４月１日 

 

２ ふるさと栄誉賞 

本市の名を広く知らしめ、もって市民に敬愛され、市民に明るい希望と活力を与えることに顕著な功績
があったものに福島市ふるさと栄誉賞及び記念金品を贈り表彰する。 

表彰年月日 氏名 功績 

平成 11年８月 18日 萩原 美樹子 

本市出身、福島女子高（現橘高校）卒。元バスケットボール
選手。日本リーグでの得点王受賞や、日本代表としてアトラン
タオリンピックに出場するなど、日本のバスケットボール界の
リーダー的存在として活躍するとともに、WNBA（米女子プロバ
スケットボールリーグ）に日本人で初めて参加。市民に明るい
希望と活力を与えた功績により、平成 11年に初のふるさと栄
誉賞受賞者に選ばれた。 

平成 13年 10月 12日 秋山 庄太郎 

日本を代表する写真家で、昭和 50年代からほぼ毎年、花見
山を訪れ写真を撮り続け、「福島には桃源郷がある」という言
葉とともに、その美しさや福島市を紹介し続けた。その結果、
花の名所として全国的に知れ渡った花見山には多くの観光客が
訪れるようになり、本市の PRに大きく貢献された功績によ
り、２人目のふるさと栄誉賞受賞者となった。平成 15年１月
逝去。 

平成 19年７月１日 阿部 一郎 

父親の代から私財を投じて整備した個人所有の「花見山公
園」を、昭和 34年４月から約 50年の長きにわたり市民の憩い
の場として無料で開放し、来訪者を温かく迎え入れ、全国各地
はもとより海外からも多くの観光客が訪れるようになった。本
市の魅力を全国的に広く知らしめ、観光振興に多大な貢献をさ
れた功績により、３人目のふるさと栄誉賞受賞者として市制施
行 100周年記念式典において表彰した。平成 25年９月逝去。 

平成 30年１月 11日 室屋 義秀 

福島市在住のエアレースパイロット。平成 15年「NPO法人
ふくしま飛行協会」の設立に参画。ふくしまスカイパークを拠
点に国内のみならず海外でも活躍し、レッドブル・エアレー
ス・ワールドチャンピオンシップ 2017年間総合優勝を達成。
航空イベントを通して国内外に本市の魅力を発信し、風評の払
拭に寄与するとともに、市民に明るい希望と活力を与えた功績
により、4人目のふるさと栄誉賞受章者となった。 
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３ 功労表彰  

 市の公益及び振興発展に尽し、その功労が顕著であるものに表彰状及び功労章を贈り表彰する。 

(1)特別功労章                                                （令和５年７月１日現在) 

表彰 

年度 

昭和 

32～63 

平成 

元～１８ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

令和

元 
２ ３ ４ ５ 計 

表彰 

人数 
17 21 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 56 

 

表彰年度 表彰部門 氏名 表彰年度 表彰部門 氏名 

平４ 議会議員 伴場 忠彦 平 26 市長 瀬戸 孝則 

８ 〃 二階堂幸治 〃 商工観光 瀬谷 俊雄 

16 自治 吾妻 久男 27 保健福祉 長尾 和榮 

〃 議会議員 遠藤  一 28 保健福祉・防災 阿部 征治 

18 農業委員 原田 光一 〃 議会議員 佐藤 一好 

22 保健福祉 小山 菊雄 〃 〃 丹治 仁志 

24 議会議員 木村 六朗 30 自治 平澤  久 

〃 〃 佐藤 眞五 〃 農業委員 安齋 忠作 

 

(2)功労章                                  （令和５年７月１日現在） 

表彰 

年度 

昭和 

32～63 

平成 

元～18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

令和

元 
２ ３ ４ ５ 計 

表彰 

人数 
434 201 7 12 8 6 5 18 6 4 3 14 6 11 7 13 7 9 4 775 

 

○人事・給与 

１ 職員数 

(1)職員定数と実数                                   （令和５年４月１日現在） 

区分 定数 実数 部長級 次長級 課長級 
課長 

補佐級 
係長級 係員 単労職 

市長部局 1,498 (注 1)1,501 19 28 80 87 624 553 110 

議会事務局 18 17 1 1 1 1 10 2 1 

教育委員会事務局 459 270 1 1 9 15 95 56 93 

選挙管理委員会事務局 8 7 0 1 0 1 3 2 0 

監査委員事務局 8 7 0 1 0 1 5 0 0 

農業委員会事務局 20 13 0 1 0 1 8 3 0 

消防本部 290 (注 2)279 1 3 17 19 111 128 0 

水道局 233 95 1 1 8 7 54 24 0 

公平委員会 2 (注 3)(2)               

計 2,536 2,189 23 37 115 132 910 768 204 

（注 1）このうち地方自治法による派遣職員（3名）は定数外である。 
（注 2）このうち地方自治法による派遣職員（2名）及び初任教育中の職員（10名）は定数外である。 
（注 3）（ ）は市長部局職員の併任である。 
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(2)職種別職員数                               （令和５年４月 1日現在） 

職種 
学歴別 男女別 

大学卒
（人） 

短大卒
（人） 

高校卒 中学卒 計 男 女 
一般行政職 813 

 
 

94 309 0 1,216 837 379 
教育公務員 28 1 1 0 30 24 6 
税務職 77 13 37 0 127 76 51 

看護・保健職 70 7 0 0 77 3 74 
消防職 87 29 161 0 277 268 9 

技能労務職 19 35 150 0 204 162 42 
幼稚園教育職 23 5 0 0 28 0 28 

薬剤師・医療技術職 17 2 0 0 19 6 13 
福祉職 55 57 2 0 114 0 114 
医師 2 0 0 0 2 2 0 
企業職 49 6 40 0 

 
95 
 

89 6 
合計 1,240 249 700 0 2,189 1,467 

467 
722 

 

(3)部別職員数                                （令和５年４月１日現在） 

区分 部長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 係員 計 
危機管理監・危機管理室 1 0 2 3 2 2 10 

政策調整部 2 1 6 5 29 21 64 
総務部 2 1 4 4 33 15 59 
財務部 1 3 7 7 86 77 181 

商工観光部 1 3 6 3 28 19 60 
農政部 1 1 4 3 28 23 60 

市民・文化スポーツ部 1 3 5 10 47 59 125 
環境部 1 3 6 9 68 21 108 

健康福祉部 2 2 11 14 105 130 264 
こども未来部 1 1 5 6 93 102 208 

建設部 1 1 5 2 45 23 77 
都市政策部 1 2 9 10 68 35 125 

会計管理者・会計課 0 1 0 1 7 0 9 
本庁計 15 22 70 77 639 527 1,350 

支
所 

飯坂 1 0 0 1 8 4 14 
松川 1 0 0 1 9 0 11 
信夫 1 0 0 1 10 2 14 
吾妻 1 0 1 0 7 6 15 
その他 0 6 9 7 52 23 97 
計 4 6 10 10 86 35 151 

市長部局計 19 28 80 87 725 562 1,501 
議会事務局 1 1 1 1 11 2 17 

教
育
委
員
会 

事務局 1 1 6 6 40 25 79 
学校以外の教育機関 0 0 3 9 47 11 70 

学校 0 0 0 0 99 22 121 
計 1 1 9 15 186 58 270 

選挙管理委員会事務局 0 1 0 1 3 2 7 
監査委員事務局 0 1 0 1 5 0 7 
農業委員会事務局 0 1 0 1 8 3 13 

水道局 1 1 8 7 54 24 95 

消
防 

本部 1 3 6 5 29 22 66 
消防署 0 0 11 14 82 106 213 
計 1 3 17 19 111 128 279 

他部局計 4 9 35 45 378 217 688 
合計 23 37 115 132 1,103 779 2,189 
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２ 給与 

(1)職種別平均給料月額等                          （令和５年４月１日現在） 

区分 職員数 平均給料月額 平均年齢 平均経験年数 

一般行政職 1,216 317,640 40.26 18.43 

教育公務員 30 427,175 50.13 26.94 

税務職 127 278,848 34.86 13.35 

看護・保健職 77 282,084 35.77 13.01 

消防職 277 305,248 38.00 17.84 

技能労務職 204 361,879 49.68 29.85 

幼稚園教育職 28 329,914 36.12 13.87 

薬剤師・医療技術職 19 307,300 37.82 13.38 

福祉職 114 275,076 33.46 11.90 

医師 2 468,050 47.08 22.67 

企業職 95 328,693 41.44 20.23 

合計 2,189 316,662 40.15 18.69 

 

(2)初任給                                  （令和５年４月１日現在） 

区分 学歴免許 初任給 給料月額（円） 

正
規
の
試
験 

上級 大学卒基準 
1級 45号給 217,900 

1級 29号給 196,100 

中級 短大卒基準 1級 19号給 176,000 

初級 高校卒基準 1級９号給 162,400 

消防職（大学卒） 大学卒基準 1級 33号給 202,600 

消防職 高校卒基準 1級 13号給 167,700 

その他 高校卒 1級５号給 157,900 

※「正規の試験」の部「上級」の款「大学卒基準」の項「初任給」の欄に掲げる「1級 45号給」の区分

は、薬学又は獣医学に関する学科（修業年限 6年のものに限る。）の卒業者に限り適用する。 

 

(3)特別職の給料                              （令和５年４月１日現在） 

区分 給料月額（円） 備考 

市長 1,047,600   

副市長  865,700   

教育長  783,300   

水道事業管理者  783,300   

常勤監査委員  654,300   
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役 職 定 年 者 研 修

◆東北自治研修所
◆政策視察研修
◆その他の研修機関
◇海外派遣（休止）

自主研修

選 択 研 修 １

選 択 研 修 ２

選 択 研 修 ３

技 能 労 務 職 員 研 修

資 格 取 得 助 成

通 信 教 育 等 自 主 研 修 助 成

用 務 職 員 研 修

再 任 用 職 員 研 修

自己啓発支援
SD 大 学 院 研 修 助 成

派遣研修

ト ッ プ セ ミ ナ ー

セミナー 管 理 者 セ ミ ナ ー

自己啓発 自 主 研 修 グ ル ー プ 支 援

会 計 年 度 任 用 職 員 研 修

職 員 セ ミ ナ ー

 ◆自治大学校
 ◆国土交通大学校
 ◆ふくしま市町村支援機構
 ◆市町村アカデミー

OFF - JT メ ン タ ル ヘ ル ス 研 修

職場外研修 特別研修 技 術 職 員 研 修

技 術 職 員 現 場 研 修

世 代 継 承 塾

Ｏ Ｊ Ｔ 講 座

人 事 評 価 制 度 「 評 価 者 等 研 修 」

人 事 評 価 制 度 「 被 評 価 者 研 修 」

女 性 キ ャ リ ア ア ッ プ 応 援 セ ミ ナ ー

政策課題研修（圏域合同）

管理者研修 新 任 課 長 研 修

集合研修
お も て な し 実 践 研 修

普 通 救 命 講 習

１ ０ 年 目 職 員 研 修

実 行 力 ア ッ プ 研 修

基 礎 力 ア ッ プ 研 修

新 任 係 長 研 修 【 ふ 】

ふくしま自治研修センター

新 規 採 用 職 員 研 修

実務指導 新任研修 新 規 採 用 職 員 研 修 （ 前 期 ）

OJT 新 規 採 用 職 員 ﾌ ｫ ﾛ ｰ 研 修

人　事　課　研　修

選 択 研 修 ４

記者会見における対応力向上研修

専門研修 発 達 障 が い の 理 解 と サ ポ ー ト 研 修

職

員

研

修

コ ン プ ラ イ ア ン ス 講 座

交 通 安 全 研 修

一般研修

監督者研修

新 任 係 長 研 修 【 人 】

新 任 管 理 者 研 修

新 規 採 用 職 員 研 修 （ 後 期 ）
職場内研修 部下育成

おもてなし実践運動

応 用 力 ア ッ プ 研 修

係員研修

〇職員研修体系 
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〇事務改善 

１ 事務改善の経緯概要 

Ｓ38．８ 行政事務改善委員会設置   
39. １ 徴収事務の一本化（収納課新設）     

５ 事務改善担当係（庶務課事務管理係）を新設 
住民関係窓口事務の一元化（市民課新設）     

７ 支所税務事務の本庁一本化   
40．８  帳票管理制度実施、浄書事務の集中管理実施（浄書センター新設）   
43．１  行政資料の集中管理     

４  ファイリング・システム実施   
48．10 物品検収、工事検査体制の強化   
56．８ 行財政見直し本部設置（60.9行財政見直し推進本部に改める。）   
57．５ 住民基本台帳電算処理実施   
58．７ ＯＡ機器等調査研究会設置   
58．11  試験的にＯＡ機器（ワープロ・パソコン）導入   
60．９ 行政改革懇談会設置   
61．６ 行政改革大綱策定   
62．10 住民情報オンラインシステム稼働   
63. ４ 飯坂、松川、信夫、吾妻支所、税務事務の本庁一元化（市民税課市民税第三係新設） 
63．８  本庁公用車の集中管理（試行） 

Ｈ元．４ 国民年金オンラインシステム稼働    
２．４ 本庁公用車の集中管理（実行）    
２．５ 軽自動車税オンラインシステム稼働    
４．４  事務決裁規程専決額の引き上げ    
５．９  申請書等の押印省略の実施    
７．４  行財政見直し本部設置（行財政見直し推進本部改め） 
    行政改革推進委員会設置 
７．11 行政改革大綱策定    
８．４ 文書のＡ４判化実施    
８．５ 行財政見直し年次計画策定    
８．10 行政手続条例施行   
10．12 行政改革大綱策定   
12．10 イントラネット・システム稼働 

財務会計システム稼働   
15．３ 行政改革大綱 2003〜市民価値宣言〜策定   
15．11 行政改革大綱 2003に基づく改革推進計画策定   
17．１ 指定管理者に関する基本方針策定   
17．３ 「福島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」制定 
18. ３ 行政改革大綱 2006策定 

集中改革プラン策定 
「業務の外部委託に関する指針」策定   

20．５ 指定管理者に関する基本方針改定（第２期）   
23．２ 行政改革大綱 2011策定   
24．２  行政改革推進プラン策定  
24. ４ 行財政改革推進本部設置（行財政見直し本部と行政事務改善委員会を統合） 
25．２ 行政評価のしくみ構築の基本方針策定   
25．５ 指定管理者に関する基本方針改定（第３期）   
28．２ 行政改革大綱 2016策定   
28．３ 行政改革推進プラン 2016策定   
29．３ 行政評価基本方針策定   
30．４ 包括外部監査開始 
30．５ 指定管理者に関する基本方針改定（第４期）  
30. ８  「福島市ひとり１改善運動」開始 

Ｒ３．２ 申請書等の押印見直しの実施 
３. ３  福島市行財政経営ガイドライン策定 
４．４ 文書管理システム稼働 
５．４ 指定管理者に関する基本方針改定（第５期） 
５．４ 「徹底したコスト意識と業務改革（ＢＰＲ）の取り組み」を開始 



- 56 - 

２ 行政改革 

本市では、昭和 38年「福島市行政事務改善委員会 （委員長 助役）」を設置し、事務執行、

組織機構等について鋭意事務改善を開始した。 

昭和 56年８月、国における行政改革の推進に呼応し、「行財政見直し本部（本部長 助役）」

を設置、昭和 60年１月に国の地方行革大綱策定に係る通達が出されると、「福島市行財政見直し

推進本部(本部長 市長）」に改めるとともに市民の代表者で構成する「福島市行政改革懇談会」

を設置し、昭和 61年６月に福島市行政改革大綱を策定することにより、全市・全庁的な行政改革

を推進し、平成６年４月には行政機構改革審議会を設置、平成７年４月に全庁的な行政組織機構

改革を実施した。 

また、平成６年 10月、国による新たな行政改革の指針が出されると、平成７年４月、内部組織

を「福島市行財政見直し本部（本部長 市長）」、市民代表組織を「福島市行政改革推進委員

会」に改め、平成７年 11月、新たな行政改革大綱を策定した。  

さらに、地方分権の時代に対応すべく、平成 10年 12 月、行政改革大綱（改訂版）を策定し、

平成 10年度から 14年度までの４年間を推進期間として、行政改革を推進した。   

その間、平成 13年４月、多様化する行政ニーズ等への迅速な対応等を図るため、行政機構改革

審議会を設置。審議会からの答申を受けて、平成 15年４月、部課の削減など、大規模な行政組織

機構改革を実施した。 

また、平成 14年７月、市民の代表者で構成する福島市行政改革推進委員会を設置し、平成 15

年３月、「福島市行政改革大綱 2003〜市民価値宣言〜」を策定した。 

この行政改革大綱に基づき、平成 15年度から平成 17年度を推進期間として、行政改革に取り

組むとともに、 平成 15年４月、行政改革アドバイザーを設置し、推進体制を強化した。 

「福島市行政改革大綱 2003」の推進期間が平成 17年で終了するのを受け、平成 18年３月に

「福島市行政改革大綱 2006」およびその行動計画として平成 21年度までを計画期間とした「福

島市集中改革プラン」を策定し、更なる行政改革を推進した。 

平成 23年２月、平成 23年度を初年度とする新総合計画の内容を盛り込むなど、本市独自の視

点に沿った行政改革を推進するため、「福島市行政改革大綱 2011」を策定した。 

平成 24年２月、「福島市行政改革大綱 2011」に基づく行動計画として平成 27年度までを計画

期間とした「福島市行政改革推進プラン」を策定し、福島市復興計画、福島市総合計画実現へむ

けた行政改革を推進した。 

平成 24年４月、「福島市行財政見直し本部（本部長 市長）」と「福島市行政事務改善委員会

（委員長 副市長）」を統合し「福島市行財政改革推進本部（本部長 市長）」を設置し、推進

体制を強化した。 

平成 28年２月、平成 28年度を初年度とする市総合計画後期基本計画に掲げる将来都市像の実

現に向けた施策や事業の効率的な達成に向け、改革に取り組むための指針として、「福島市行政

改革大綱 2016」を策定した。 

平成 28年３月、「福島市行政改革大綱 2016」に基づく行動計画として令和２年度までを推進

期間とした「福島市行政改革推進プラン 2016」を策定し、行政改革を推進した。 

平成 30年４月、中核市移行に伴い、包括外部監査を開始した。 

平成 30年８月、職員一人ひとりが従来のやり方に捉われず、それぞれ身近な事務や仕事のやり

方を見直し、組織全体で業務改善に取り組む風土を浸透させることを目的として「福島市ひとり

１改善運動」を開始した。 

令和３年３月「福島市行政改革大綱 2016」「福島市行政改革推進プラン 2016」を統合し、効率

的で質の高い、持続可能な行財政経営を目指して「福島市行財政経営ガイドライン」を策定した。 

令和５年４月、職員一人ひとりが徹底したコスト意識を前提とした業務改善に積極的に取り組

むための体制を構築し、「福島市行財政経営ガイドライン」の一つの取り組みとして位置づけ、

業務改革にかかる推進体制を強化した。 
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〇男女共同参画推進 

１ 男女共同参画推進事業 

事業名 内容 参加対象 時期 
男女共同参画審議会 ・市長の附属機関 

・男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重
要事項について調査審議する。 
・男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を調査し、市長
に対して意見を述べることができる。 

委員 12名 年２回 

男女共同参画推進本
部会及び幹事会 

男女共同参画を総合的、効果的に推進するため本部会及び幹事
会を開催する。 

本部員 
幹事 

年間 

「男女共同参画ふく
しまプラン実施計
画・報告」の作成 

男女共同参画ふくしまプランを円滑に推進するため、実施計画
書及び実施状況報告書を作成して進行管理を行う。 

  ８月 

男女共同参画センタ
ーの運営 

男女共同参画社会を実現するための拠点施設として、情報の提
供、交流事業、会議室等を併せ持った男女共同参画センターを
運営する。 

    

男女共同参画週間広
報事業 

男女共同参画週間期間を中心に看板等により啓発活動を行う。 市民 ６月 

男女共同参画出前講座 ・家庭、学校、職場、地域において開催される学習会等におい
て、男女共同参画の基本的なことや、家庭や職場でできる取り
組みを紹介する。 
・性的マイノリティを理解するための基本的なことを説明す
る。 

市民 年間 

インスタグラム「福
島市男女共同参画セ
ンター」の活用 

男女共同参画についての普及啓発を図るため、インスタグラム
を活用し、事業の周知や情報の提供に努める。 

  年間 

Webマガジン「ふく
しまさんかく通信」
の発信 

ホームページやＳＮＳ等を活用し、男女共同参画に関する情報
を発信する。 

 年間 

男女共同参画の推進
に関する情報提供 

男女共同参画に関する図書等の整備を図り、情報の提供に努め
る。 

  年間 

審議会、委員会等へ
の参画推進事業 

福島市の各種審議会、委員会等への女性の参画について推進を
図る。 

  年間 

男女共同参画につい
てのメッセージ事業 

主に若年層に対する男女共同参画の意識高揚を図るため、男女
共同参画についてのメッセージ作品を募集する。 

市民 ４月～６月 

みんなの活躍応援事業 本市及び県北地区を取り巻く団体や業種における女性の活躍を加
速するためのトップの意思決定及びその体制づくりの考え方を共
有するセミナーを開催する。 

企業・団体
の経営者や
管理職など 

10月 

女性の起業チャレン
ジ応援事業 

女性活躍の場を広げるため、起業にチャレンジしたい女性を対象
に、起業の基礎知識の習得や女性起業家などとのネットワーク作
りの機会となる講座等を開催する。 

市民 9 月～3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


